
議案第３号

木津川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正

について

木津川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成１９年木津川市

条例第２０２号）の一部を別紙のとおり改正する。

令和４年２月２４日提出

木津川市長 河井 規子

提案理由

消防団員の処遇改善を図ることを目的として、交付税単価を下回る階級の年額報酬

の引き上げを行い、あわせて、出動報酬の創設等を行うものです。



木津川市条例第 号

木津川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改

正する条例（案）

木津川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成１９年木津川市

条例第２０２号）の一部を次のように改正する。

第１２条第１項中「報酬」を「年額報酬」に、「４４，０００円」を「４４，５

００円」に、「２６，０００円」を「３７，０００円」に、「１８，０００円」を

「３６，５００円」に改め、同条第２項を次のように改める。

２ 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報

酬を支給する。

（１） ４時間以下の水火災に係る出動 １日につき４，０００円

（２） ４時間を超える水火災に係る出動 １日につき８，０００円

（３） 訓練、警戒その他の出動 １日につき３，５００円

第１２条に次の１項を加える。

３ 報酬の支給方法については、別に定める。

第１３条を次のように改める。

（費用弁償）

第１３条 団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償として、木津川市職員等の旅

費に関する条例（平成１９年木津川市条例第４９号）に定める旅費を支給する。

２ 費用弁償の支給方法については、別に定める。

附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。



参考資料（議案第３号）

木津川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正

する条例（案）新旧対照表

（新） （旧）

（報酬） （報酬）

第１２条 団員には、次により年額報酬

を支給する。

第１２条 団員には、次により報酬を支

給する。

団長 年額 １８５，０００円 団長 年額 １８５，０００円

副団長 年額 １１０，０００円 副団長 年額 １１０，０００円

分団長 年額 ６０，０００円 分団長 年額 ６０，０００円

副分団長 年額 ４４，５００円 副分団長 年額 ４４，０００円

部長 年額 ３９，０００円 部長 年額 ３９，０００円

班長 年額 ３７，０００円 班長 年額 ２６，０００円

団員 年額 ３６，５００円 団員 年額 １８，０００円

２ 団員が水火災、警戒、訓練等の職務

に従事する場合においては、次により

出動報酬を支給する。

２ 指導員については、前項の報酬額に

年額１２，０００円を加算する。

(１) ４時間以下の水火災に係る出動

１１日につき４，０００円

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(２) ４時間を超える水火災に係る出

動 １日につき８，０００円

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(３) 訓練、警戒その他の出動 １日

につき３，５００円

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 報酬の支給方法については、別に定

める。

（費用弁償） （費用弁償）

第１３条 団員が公務のため旅行した場 第１３条 団員が水火災、警戒、訓練等



合は、費用弁償として、木津川市職員

等の旅費に関する条例（平成１９年木

津川市条例第４９号）に定める旅費を

支給する。

の職務に従事する場合においては、次

により費用弁償を支給する。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿

水火災の場合 １回につき ２，０

００円

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿

警戒の場合 １回につき ２，００

０円

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿

訓練の場合 １回につき ２，００

０円

２ 費用弁償の支給方法については、別

に定める。

２ 前項の場合を除き団員が公務のため

旅行した場合は、費用弁償として、木

津川市職員等の旅費に関する条例（平

成１９年木津川市条例第４９号）に定

める旅費を支給する。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 報酬及び費用弁償の支給方法につい

ては、別に定める。

第１４条・第１５条 （略） 第１４条・第１５条 （略）



政策等の形成過程の説明資料

議 案 名

議案第３号

木津川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部改正について

政 策 等 の 区 分 ■条例 □その他（ ）

担 当 課 危機管理課

提案事項の概要等
（必要性、効果等）

消防団員の処遇改善は喫緊の課題であり、年額報酬が交付税単

価を下回っている階級について引き上げを行うこととしました。

また、費用弁償であった出動手当を出動報酬と改め、４時間未

満の水火災における活動は１日につき４，０００円、４時間を超

える場合は１日につき８，０００円とし、訓練、警戒その他の活

動は１日につき３，５００円としました。（従前は一律２，００

０円）

これにより、消防団員の処遇が改善することが見込まれます。

提案に至るまでの経緯

・令和３年１１月１０日

消防団本部役員に対し、報酬改定等を検討している旨を説明。

・令和４年１月５日

調整会議において条例改正を提案、承認を得る。

・令和４年１月１２日

政策会議において条例改正を提案し、政策決定。

市 民 参 加 の 状 況

□有 ■無

市総合計画の位置付け

基本方針５災害などから市民を守り、安心・安全に暮らせるまち

づくり

政策分野１１防災・減災

施策②地域防災

ア．危機管理体制の強化

・初期消火活動の充実に向け、消防団の組織との連携を強化する

とともに、消防団施設や消防水利の適正な維持管理に努めます。

概 算 事 業 費
( 単 位 : 千 円 )

□単年度（ 年度）

□複数年度（ 年度）

令和４年度は、54,311 千円を見込む。

将来にわたる効果及び
経費の状況

適切な年額報酬及び出動報酬を支給することにより、消防団員

の処遇改善が見込まれます。


